
令 和 ６ 年 度  東 大 阪 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 回 ）

  令 和 ６ 年 度 東 大 阪 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 回 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  33,500 千 円 を 追 加 し 、歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ  53,669,945 千 円 と す る 。

    ２   歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 ・ 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、

「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。











令 和 ６ 年 度  東 大 阪 市 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 回 ）  

  令 和 ６ 年 度 東 大 阪 市 の 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 回 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 6 5 4 , 8 0 0  千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ  3,302,556 千 円 と す る 。

    ２   歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 ・ 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、

「 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）  

第 ２ 条  地 方 債 の 変 更 は 、 「 第 ２ 表  地 方 債 補 正 」 に よ る 。  







変    更

補              正              前 補              正              後

限 度 額 借 入 先 限 度 額 起債の方法 利 　　率 借 入 先 償 還 の 方 法

千円 千円

政府・府 普通貸借 政府・府

街 路 用 地 取 得 事 業 972,300 銀    行 1,627,100 又    は  6.0％以内 銀    行

そ の 他 証券発行 そ の 他

又    は

証券発行

10年(据置期間を含
む。)以内。ただし、
市財政の都合により据
置期間及び償還期限を
短縮し、もしくは繰上
償還又は借換えするこ
とができる。

10年(据置期間を含
む。)以内。ただし、
市財政の都合により据
置期間及び償還期限を
短縮し、もしくは繰上
償還又は借換えするこ
とができる。

 6.0％以内

第  ２  表      地      方      債      補      正

起  債  の  目  的
起債の方法 利      率 償 還 の 方 法

普通貸借






